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○ 各機関における行政サービス改善の取組状況 

1  ユニバーサルデザイン、バリアフリーへの取組 

区  分 取組状況（実施機関名） 

ユニバーサルデザイ

ン等への対応や非喫

煙者等に配慮した施

設・設備の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡出入国在留管理局】 

○ 車いす利用者等の申請窓口用に高さの低いカウンターを整備 

車いす利用者は、申請窓口のカウンターが高く、立ち上がらなければ申

請手続きを行うことができなかったため、令和元年 4 月から、それまで行

政相談の際に利用していたカウンター（写真手前 4 人掛け）を車いす利用

者のための窓口として使用し、受付用のシステム端末（写真奥の端末 2台）

を増設して受け付けが行いやすい環境を整備した。同カウンターは障害者

のみならず高齢者や子供連れにも利用してもらっている。 

  

【福岡財務支局】 

○ 福岡合同庁舎内トイレ改修に伴い多目的トイレを設置（地下 1 階を除く

全フロア） 

福岡合同庁舎の地下 1階を除き、多目的トイレを平成 30 年度に既設 1か

所に加え 6か所を増設、令和元年度(5 月)に新たに 1か所を増設した。 

○ 車椅子の方が利用しやすい自動販売機を設置 

○ 非喫煙者に配慮し、喫煙室の庁舎内廃止を行う予定（令和元年度） 

福岡合同庁舎内の喫煙室は、本館に 1 室及び新館に 5 室を設置している

が、非喫煙者に配慮し、令和元年 6 月末に当該喫煙室を廃止、本館及び新

館の屋上に喫煙場所を各 1か所設置する予定としている。 

【福岡国税局】 

○ スロープ手摺を設置（平成 30 年度、香椎税務署） 

高齢者、障害者の安全確保及び負担軽減のために庁舎出入口スロープに

手摺を設置する工事を行った。 

○ 視覚障害者誘導標示ブロックを設置（平成 30 年度、博多税務署） 

視覚障害者等の誘導が不十分な場所があったため、視覚障害者誘導標示

ブロックを延長する工事を行った。 

 

（別添資料） 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

ユニバーサルデザイ

ン等への対応や非喫

煙者に配慮した施

設・設備の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 点字シートを設置（平成 30 年度、博多税務署） 

視覚障害者等が利用するインターフォンへの案内が不十分であったため、

インターフォン付近の手摺に点字シートを貼る工事を行った。 

○ オストメイトを設置（平成 29 年度、久留米署、甘木署） 

  バリアフリーの観点から、トイレの拡張工事に併せて、身体障害者用ト

イレをオストメイト対応とする工事を行った。 

○ 各階に男女トイレを設置（平成 29 年度、伊万里署） 

  2 階建の庁舎において、各階に男・女両方のトイレがなかったため、各

階に男・女それぞれ設置する工事を行った。 

○ 各階に男女トイレを設置（令和元年度実施予定、行橋署、福江署） 

  2 階建の庁舎において、各階に男・女両方のトイレがなかったため、各階

に男・女それぞれ設置する工事を行う予定である。 

【九州厚生局】 

○ 車いす利用者が出入りしやすいよう段差を解消 

各課、一般の方の出入口について、床に傾斜をつけ、段差を解消するこ

とにより車いす利用者が出入りしやすいような構造にしている。 

【門司植物防疫所】 

○ 合同庁舎は特定屋外喫煙場所の設置の可否を含め検討中 

合同庁舎は、「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、特定屋

外喫煙場所の設置の可否を含め検討中である。 

【福岡森林管理署】 

○ 喫煙室を平成 30 年 9 月に撤去し、屋外階段踊り場に移設 

庁舎内に設置していた喫煙室 1か所を平成 30 年 9 月に撤去し、屋外階段

踊り場に移設したものの、今後見直すこともある。 

【九州運輸局】 

○ 全支局・事務所を禁煙に 

令和元年７月以降、九州運輸局及び管内 7 支局・9 事務所の庁舎内及び

屋外（敷地内）を含め全て禁煙とした。 

【福岡管区気象台】 

○ 非喫煙者に配慮し、敷地内 1か所に職員用喫煙室を設置 

 現在は、健康増進法の一部改正等に伴い、敷地（建物）内 1か所（4階現

業室内の一角）に職員用喫煙室を設置し、非喫煙者への配慮を行っている。 

○ 喫煙室を廃止して敷地及び建物内を全面禁煙に 

健康増進法の一部改正等に伴い、敷地（建物）内に設置している職員用

喫煙室を令和元年 6月 30 日までに廃止し、敷地及び建物内を全面禁煙とす

る予定である。 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

ユニバーサルデザ

イン等への対応や

非喫煙者に配慮し

た施設・設備の改善 

 

 

 

 

 

 

【博多社会保険事務所】 

○ 新たに 5言語を加え 10 言語で多言語通訳サービスを実施 

  以前より、外国人の方に向けに 5 言語（英語・中国語・韓国語・ポルト

ガル語・スペイン語）による多言語通訳サービス（※）を実施しているが、

新たな在留資格制度の施行を踏まえ、平成 31 年 4 月 1日からは、新たに 5

言語（タガログ語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語・ネパール語）

を加え、計 10 言語で同サービスを実施している（資料 1参照）。 

※ 多言語通訳サービス 

日本語を話すことができない外国人が博多年金事務所の窓口に来所し

た場合、職員が専用電話に架電して通訳サービスの利用を依頼し、相談者

と職員の電話の受け渡しによって通訳を介し、年金等に関する相談に対応

している。また、外国人から電話相談を受けた場合には、コールセンター

及び中央年金センターの電話番号を案内している。 

 

○ 特別支援学校での障害年金セミナー開催の方針 

公的年金制度の周知を図るため、日本年金機構の地域年金展開事業のひ

とつとして、主に大学、高校等で「年金セミナー」を全国の年金事務所で

開催している。 

今年度は、当事務所が提案した、障害年金に関する関心が高いと思われ

る特別支援学校での開催を福岡県内各事務所で実施するため、積極的なア

プローチを行う方針である（案内文書は、当事務所より送付済み。）。 

【西日本高速道路株式会社九州支社】 

○ リニューアル工事に併せ駐車場とトイレ等の段差を解消 

  九州自動車道の古賀サービスエリア（下り線）において、平成 29 年 3 月

から 30 年 4 月までの間にリニューアル工事を実施。建物の建替えと併せ

て、駐車場と店舗・トイレの段差解消によるバリアフリー化を図った。 

  駐車場から店舗・トイレまでの高さ 2.25m（11 段）の段差を解消した（平

成 30 年 4 月 20 日にリニューアルオープン）。 

 

 

 

 

 

 

 

（リニューアル前）          

 

 

 

 

 

 

（リニューアル後） 



- 4 - 
 

区  分 取組状況（実施機関名） 

ユニバーサルデザ

イン等への対応や

非喫煙者に配慮し

た施設・設備の改善 

 

【福岡県】 

《県庁舎》 

 ○ トイレ個室の洗浄ボタンや呼出ボタンを配置 

JIS0026 高齢者・障がい者配慮設置指針に準拠（平成 30 年 10 月） 

○ 床タイルを防滑型に貼り替え 

行政棟北側地下鉄連絡通路の一部の床タイルを防滑型に貼り替え 

  （随時（タイルがはがれる都度）、平成 30 年度も実施） 

○ 車いす利用者の視線に合わせた課名表示板の設置（平成 30 年 9～10 月） 

《総合庁舎および単独庁舎》 

○ トイレに手すりを設置 

○ 階段の片側手すりを両側手すりへ改善 

○ 施設入口から窓口まで点字ブロックを設置 

それぞれ、平成 24 年度から順次設置。30 年度にも複数の庁舎で設置 

【福岡市】 

○  ハード・ソフト面の取組み目標を定め、市有施設の改善 

「福岡市バリアフリー基本計画（平成 25 年度～令和 2年度）」に基づき、

バリアフリー化を進めている。本計画にはハード・ソフト面の取組み目標

を定めており、障がい者などからの意見を踏まえ、市有施設の改善を行っ

た。 

ホームページの掲

載内容（文字、色、

言語等）の充実によ

る行政サービスの

改善 

 

【九州管区行政評価局】 

○ ホームページにアクセシビリティ閲覧支援ツールを導入 

総務省では、ホームページにアクセシビリティ閲覧支援ツールを導入し

ており、テキスト情報の音声読み上げ、文字拡大、背景色の変更（例：背

景色が青、文字色は白と黄色）、マウスポインターに代わるクロスバーの表

示、漢字のふりがな表示等の機能を備えている。 

【福岡出入国在留管理局】 

○ 必要な情報についてＰＤＦファイルに加え、テキストファイルも掲載 

ホームページは従前から英語を始め、中国語、韓国語、ポルトガル語及

びスペイン語に対応しており、多言語化が図られている。 

また、視覚障害者のための配慮として、任意の読み上げソフトの利用を

考慮し、平成 31 年 2 月から、障害者選考試験に係る採用面接のご案内につ

いて、ＰＤＦファイルとともにテキストファイルを掲載した。当該ページ

のアドレスは次のとおり。 

http://www.immi-moj.go.jp/others/juken.html 

【福岡財務支局】 

○ 当局ホームページのＷＥＢアクセシビリティの充実 

・ 音声案内 

閲覧者の PC 環境によるが、例えば「ナレーター(※)」機能を使用した

場合などに音声案内が可能である（当局ホームページ自体に音声案内機能

は組み込まれてはいないが、閲覧者の使用している音声読み上げソフトに

対応したページ構成としている。）。 

※ Windows に組み込まれている画面情報を読み上げる簡易的なソフト 

・ 文字の拡大機能（文字サイズの標準、拡大） 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

ホームページの掲

載内容（文字、色、

言語等）の充実によ

る行政サービスの

改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【門司税関】 

○ アクセシビリティ向上の対応 

・ 添付文書のデータサイズ及び種類の明確化 

データをリンク付けする際、閲覧者がダウンロードするデータのサイズ

や種類を事前に把握できるよう、件名の後ろに、「データサイズ」、「種類

(PDF や Word 等)」及び新着状況等を追記した(例：○○(PDF.147KB)NEW )。 

・ 視覚障害者用に添付写真の説明等を追加 

・ 新着分については「new」の表示追加 

・ 数字を半角から全角に変更 

【九州厚生局】 

○ 視覚に配慮した 4パターンの色合い、5種類の言語での閲覧が可能 

当局ホームページ内トップページにおいて、視覚に配慮し、文字のサイ

ズについて拡大・縮小の 2パターンのサイズを選択できるようにしており、

色については背景の色合いを 4 パターン（白・青・黄・黒）で選択できる

ようにしている。 

また、言語については、5 種類の言語での閲覧が可能となっている。た

だ、トップページのみでの対応のため、他ページに対する機能対応につい

ては、現在検討している。 

【門司植物防疫所】 

○ 植物防疫所のホームページは、10 か国語に対応 

【九州経済産業局】 

○ 海外向け資料をより九州の産業の特徴をアピールする内容に刷新 

九州の経済・産業の特徴などを外国人に紹介する資料として作成してい

る「PROFILE OF KYUSHU」（日・英・中・韓の 4か国語版、平成 21 年から発

行）について、「同 2019」においては、より九州の主要産業である自動車関

連産業及び半導体・エレクトロニクス・情報通信、「九州・沖縄地方成長産

業戦略～九州・沖縄 Earth 戦略～」の分野における代表的な企業、または

海外ビジネスに関心が高い企業を「MAP of Companies in KYUSHU」として

掲載するなど、より九州の産業の特徴を対外的にアピールする内容に刷新

し、領事館やジェトロなどの国内・海外の関係機関へ配布した。 

（参考）「PROFILE OF KYUSHU 2019」 

https://www.kyushu.meti.go.jp/report/190416/190416.html 

（参考）「PROFILE OF KYUSHU 2018」 

https://www.kyushu.meti.go.jp/report/180402/180402.html 

また、当局ホームページに英語のページを作成し、「PROFILE OF KYUSHU」等

のコンテンツを掲載している。 

http://www.kyushu.meti.go.jp/english/eng_index.html 

【九州運輸局】 

○ 掲載項目を増やすなどホームページを見やすくリニューアル 

平成 29 年 12 月に九州運輸局ホームページをリニューアルし、トップペ

ージの写真をクリックすることで写真に相応したモードの情報の表示やト

ップページの「各種申請・手続き案内」中の項目を増やし、充実を図った。 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

ホームページの掲

載内容（文字、色、

言語等）の充実によ

る行政サービスの

改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡管区気象台】 

○ 気象庁ホームページにおける気象情報の配色を変更 

  気象庁ホームページ上で気象情報を図表示する際の色合いについて、気

象情報を見た際に受ける注意・警戒レベルの印象を各種情報で可能な限り

一致させるよう配色を設定し、注意・警戒をより一層喚起している。 

  配色変更は、「気象庁ホームページにおける気象情報の配色に関する設定

指針 平成 24 年 5 月 気象庁」に基づき、一斉に実施したものである。 

 

※ 配色変更を実施したコンテンツ 

アメダス（地図形式）、ウィンドプロファイラ、時系列予報、天気分布予

報、解析雨量・降水短時間予報、レーダー・ナウキャスト（降水、雷、竜巻）

洪水予報、台風予報、大津波警報・津波警報・津波注意報、津波情報、地震

情報、海上警報、噴火警報・予報、潮位情報、紫外線情報、異常天候早期警

戒情報、気象警報・注意報、黄砂実況図、波浪情報、季節予報 

【博多社会保険事務所】 

○ 新たに 5 言語を加え 10 言語で公的年金の概要等をリーフレットにてお

知らせ、ホームページに掲載 

外国人の方に対して年金制度の周知を図るため、5言語（英語・中国語・

韓国語・ポルトガル語・スペイン語）で公的年金の概要、加入対象者及び

加入手続、年金給付の種類などの一般的な制度内容と問い合わせ先（年金

事務所やねんきんダイヤル）の電話番号等をリーフレットにてお知らせし、

ホームページに掲載しているが、今年度から、新たに 5言語（タガログ語・

ベトナム語・インドネシア語等）を追加した。 

【西日本高速道路株式会社九州支社】 

○ 音声ブラウザにも対応できるよう表記に配慮 

視覚に障害をお持ちの方にもホームページをご利用いただけるよう、音

声ブラウザにも対応できる表記に配慮している（以前より実施）。 

（例） 

・ 数字やアルファベットは、できる限り半角で記載 

・ 日付や時間は、○／○や○：○○ではなく、○月○日・○時○分と記載 

・ 単語に空白や記号を入れない（「項 目」「土・日」等） 

【福岡県】 

○ ウェブアクセシビリティ研修を実施等 

・ ホームページ作成担当者に対するウェブアクセシビリティ研修を平成

28 年度から実施、30 年度は実施回数 7回、合計参加者数は 117 人 

・ 同研修は、「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016 年版)」に基

づき、毎回 1 時間程度、操作研修とは別に、作成者・承認者向けに実施

（担当部署：企画・地域振興部 情報政策課） 

・ ウェブアクセシビリティのチェックについて、情報政策課が、平成 30

年 11 月 19 日から 11 月 29 日にかけてウェブアクセシビリティに関する

JIS 規格「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」に基づくチェック

実施し、同規格のレベル AA に適合していることを確認した。 

 



- 7 - 
 

 
区  分 取組状況（実施機関名） 

ホームページの掲

載内容（文字、色、

言語等）の充実によ

る行政サービスの

改善 

【福岡市】 

○ アクセシビリティに配慮しながらページを作成・更新 

福岡市ホームページが、誰もが情報を取得できるページとなるよう、ア

クセシビリティに配慮しながら日々各ページの作成・更新を行っている。 

上記以外に、ユニ

バーサルデザイン

等への対応等の行

政サービスの改善

で、他機関の参考

となる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福岡出入国在留管理局】 

○ ワンストップ型の相談センターを全国 3か所に設置 

  福岡出入国在留管理局としてではないが、出入国在留管理庁の取り組み

として、地方公共団体の相談窓口と連携して、外国人住民が日本で生活す

るために必要な行政手続や生活に関する相談及び情報提供を行うため、ワ

ンストップ型の相談センターを全国 3か所（東京都新宿区、さいたま市浦

和区及び浜松市中区）に設置している。ここでは、電話や訪問による問い

合わせに外国語でも対応している。 

   

○ 地方公共団体が設置・運営する外国人のための一元的相談窓口に職員を

相談員として派遣等 

地方公共団体が設置・運営する外国人への情報提供や相談に対応する一

元的相談窓口について、交付金により財政的に支援することとされている

が、財政的支援のみならず、地方公共団体の要望を踏まえ、当局職員を当

該窓口に相談員として可能な範囲で派遣することや、当該窓口において相

談業務に従事する職員を対象として、情報提供や研修を行っている。 

  すでに、福岡市及び行橋市に職員を派遣し、これらの取り組みを行って

おり、令和元年 5月末には北九州市への派遣が決まっているなど、今後も

積極的に取り組みを進める予定としている。 

【門司植物防疫所】 

○ 福岡空港にデジタルサイネージを 1台設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 福岡空港等において複数言語でアナウンス 

  福岡空港（日本語、英語）、北九州空港（日本語、英語、韓国語）、宮崎

空港（日本語、英語） 

   ※ アナウンス頻度は空港の状況により異なる。 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

上記以外に、ユニ

バーサルデザイン

等への対応等の行

政サービスの改善

で、他機関の参考

となる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【西日本高速道路株式会社九州支社】 

○ 車いす利用者も利用しやすいよう奥行が確保された四脚テーブルを設

置等 

九州自動車道古賀サービスエリア（下り線）において、フードコートの

テーブルがＴ型であったものを、車いすご利用のお客さまからの「利用し

づらい」とのご意見を踏まえ、平成 30 年 6 月から、車いすのお客さまでも

利用しやすいよう奥行が確保されている四脚テーブルを 2台設置するとと

もに、当該テーブルに車いすシールを貼付することで優先席であることを

可視化した。なお、Ｔ型テーブルは 31 台設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    （改善後） 

    （改善前） 

【北九州市】 

○ 市有建築物のバリアフリー化・ユニバーサルデザインに係る当事者団体

との意見交換の取組 

本市は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年

法律第 65 号）第 5条の規定の趣旨も踏まえ、本市が新築等を行う建築物を

対象に、市内の障害福祉に関する当事者団体とバリアフリー化・ユニバー

サルデザインに関する意見交換を行うこととしている（令和元年度から順

次、実施予定）。 

設計等の段階から意見交換を行うことで、利用者視点を取入れたバリア

フリー化等への取組を進めるものである。 

（参考）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

第 5条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施について

の必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構

造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環

境の整備に努めなければならない。 

【福岡市】 

○ 避難情報取得の困難者に向けに固定電話やファックスを利用した避難

情報配信を開始 

災害時における避難勧告などの避難情報について、テレビやホームペー

ジ、防災メールといった多様な手段で発信しているが、新たに令和元年 6

月から視覚障がいや聴覚障がいのある方など、避難情報の取得が困難な方 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

上記以外に、ユニ

バーサルデザイン

等への対応等の行

政サービスの改善

で、他機関の参考

となる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 に対して、ご自宅に設置されている固定電話やファックスを利用した避難

情報配信を開始する。 

○ 性的マイノリティ支援事業 

  LGBT をはじめとする性的マイノリティ当事者やその家族等が抱える困

難の解消に向けた支援と社会的理解の促進のため，各取組を実施した。 

《支援事業》 

パートナーシップ宣誓制度の導入、専門相談電話の実施、交流事業の実施 

《啓発事業》 

講演会等の開催、啓発リーフレットの作成・配布、職員研修の実施 

○ ベンチプロジェクトを推進 

高齢者など誰もが気軽に外出しやすいまちをめざし，バス停をはじめバ

ス路線沿いなどの市有地・民有地にベンチを設置する「ベンチプロジェク

ト」を進めている。 

 

 

 

 

 

 

○ 認知症フレンドリーシティプロジェクトを推進 

認知症が増加する中、福岡市では、認知症の人が住み慣れた地域で安心

して暮らせるよう「認知症フレンドリーシティプロジェクト」として認知

症施策を推進している。 

このプロジェクトの取組みの一つとして、認知症の人がストレスなく安

心して生活できる住空間を整備するための「認知症にもやさしいデザイン

のガイドライン」の策定に着手している（令和 2年 3月策定完了予定）。 

○ 公共交通のバリアフリー化の取組 

誰もが使いやすい安全、安心、快適な交通環境づくりを目的として、鉄

道駅のバリアフリー化やノンステップバスやユニバーサルデザインタク

シーの導入を行う事業者に対し補助を行うなど、公共交通のバリアフリー

化に取り組んでいる。 

○ バス利用環境の改善 

従来、バス事業者がサービスの

一環として設置を行ってきたバ

ス停の上屋及びベンチについて、

「高齢者、身体障がい者等の支

援」や「公共交通利用者の支援」

の観点から、本市で定めたバリア

フリー重点整備地区内の生活関

連経路等にあるバス停において、 

道路管理者として上屋及びベンチの設置を進めている（設置後の歩道有効

幅員が確保できる場合に限る）。 
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2 行政サービス改善の取組（1 のユニバーサルデザイン、バリアフリーへの取組を除く。） 

区  分 取組状況（実施機関名） 

職員の応接態度・言

葉遣い等の改善（研

修の実施等） 

 

 

 

 

 

【九州厚生局】 

○ 「クレーム対応研修」を実施 

接遇に係るスキルの向上を図ることを目的とし、当該スキルの中でもク

レーム対応に的を絞り「クレーム対応研修」を実施した。 

【九州防衛局】 

○ 接遇マナー等の意識向上のため来客等対応の資料を配信・回覧 

来客対応、電話対応に係る資料を定期的に配信・回覧し、接遇マナー等

の意識向上を図った。 

【福岡県】 

○ 職場改善運動に取り組み優良取組を表彰 

毎年度、各所属において改善運動に取り組んでおり、優良な取組について

は表彰を行っている。平成 30 年度は全 583 件の取り組みのうち、12 件の取

組みを表彰した。 

なお、職場改善運動は、「福岡県行政改革大綱 平成 19 年 7 月」に取り組

む改革事項として明記されており、平成19年度から継続して実施している。 

※ 「福岡県行政改革大綱」は、平成 29 年 3 月に新たに策定 

ホームページの掲載

内容の充実による行

政サービスの改善 

 

 

 

【九州厚生局】 

○ ホームページの機能の充実 

  ホームページの「お問い合わせ（ご質問）」を利用した場合に利用者に受

信完了をお知らせする自動返信メール機能を設定（平成 29 年 5 月から） 

○ ホームページの掲載内容の充実 

  行政サービスの向上に資する以下の各種情報について、新たにホームペ

ージに掲載 

① 健康保険法に係る保険医療機関等の申請・届出等に関するよくあるご

質問 Q＆A（平成 29 年 5 月から） 

② 健康保険法に係る指定訪問看護事業者の届出受理情報（従来は原則開

示請求による対応）（平成 29 年 10 月から） 

③ 健康保険法に係る保険医療機関等への指導及び調査において改善を求

めた主な指摘事項（平成 30 年 3 月から） 

庁舎内外の案内表示

等の改善 

【福岡管区気象台】 

○ 庁舎入口に補助犬啓発ステッカーを掲示 

平成 29 年 4 月 26 日、気象庁（業務評価室）からの指示を受け、福岡管

区気象台庁舎における身体障害者補助犬の同伴の可否について、検討を行

った。その結果、補助犬の同伴に支障がないことから、同日より「補助犬

ステッカー」を掲示することとした。 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

庁舎内外の案内表示

等の改善 

 

【福岡財務支局】 

○ 受付窓口を改善 

  福岡合同庁舎の 1 階ロビー内にて、受付用テーブル及び机を増設したこ

とで、受付付近の来庁者の滞留を改善させた（平成 29 年度）。 

申請手続等の明確

化・簡便化 

 

【九州産業保安監督部】 

○ 法令手続の電子化 

  産業保安法令手続のスマート化（※）に向けて、様々な申請者の状況・利

便性を考慮した「電子申請システム」を構築中である（今年中に段階的な

運用を開始予定）。 

  ※ 産業保安法令手続のスマート化 

電気事業法等の産業保安法令に基づく年間 25 万件の申請に関し、官民

双方のコスト合理化・情報の電子化を図るため、審査・提出書類の抜本的

見直し、申請オンライン化に着手（資料 2参照） 

電話による問い合わ

せ等への迅速かつ的

確な対応 

 

【福岡労働局】 

○ 労働基準行政関係相談コールセンターを設置 

  ハローワークでは既に導入済みのコールセンターを、平成 30 年度より福

岡中央労働基準監督署（平成 30 年 7 月 2日開始）及び北九州西労働基準監

督署（平成 30 年 11 月 1 日開始）の 2 署について設置を行い、「方面・監

督」、「安全衛生」、「労災」の各部署のダイヤルインに入電した労働者や事

業所からの電話による問い合わせ等について、迅速に対応が可能となった。 

混雑状況、運行状況

等に関する情報提供 

 

【福岡出入国在留管理局】 

○ 円滑な出入国審査の実施のためバイオカート及び顔認証ゲートを導入 

  外国人の上陸審査待ち時間短縮を目的として、平成 29 年 4 月 15 日から

福岡、熊本、佐賀、宮崎及び鹿児島の 5空港において、更に 30 年 5 月 1日

から、北九州空港及び大分空港においてもバイオカートを導入、運用を開

始した。 

 また、平成 30 年度からは、日本人の出帰国確認待ち時間を短縮するため、

福岡空港に顔認証ゲートを導入するなど、円滑な出入国審査の実施に取り

組んでいる。 

【北九州市】 

○ 主な混雑日・混雑時間帯の案内を掲示 

小倉南区役所国保年金課では、夏

季の繁忙期に加え、月初め等も窓口

が混雑するため、主な混雑日・混雑

時間帯の案内を掲示した。 

来庁者に対して、窓口が混雑する

ことが多い月、曜日、時間帯等の周

知を行うことによって、来庁者の分

散化を促した（平成 30 年 7 月～8月

頃実施）。 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

混雑状況、運行状況

等に関する情報提

供 

 

 

 

 

 

 

【西日本高速道路株式会社九州支社】 

○ 休憩施設混雑情報板を設置 

  高速道路を走行中のお客さまに対して近隣の SA・PA 駐車場の車種別の

混雑状況をお知らせするための休憩施設混雑情報板設置に平成 30 年度か

ら取り組んでおり、同年度は計 8 か所に設置した（九州自動車道 直方 PA

（上り線）、鞍手 PA（下り線）、古賀 SA（上下線）、須恵 PA（上下線）及び

基山 PA（上下線）の駐車場の混雑情報を提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待合室、トイレ等の

清掃・美化 

【福岡財務支局】 

○ 福岡合同庁舎内にエアフィルターを設置し、1階ロビーの環境を改善 

  福岡合同庁舎本館 1階出入口にエアフィルターを設置（平成 30 年 8 月）

し、外気を遮断して冷暖房を効率化することにより１階ロビーの環境を改

善した。 

施設の内容等に関

する情報提供 

 

【門司税関】 

○ 出国旅客用申告書用ポスターを作製及びパネルを掲示 

  出国時に税関に対して申告が必要な事項等に係る旅客へのアナウンスが

十分でないとの現状分析から、自前でポスター等を作製し、平成 30 年 1

月、長崎県対馬市の比田勝港国際ターミナルの出国検査場においてパネル

を掲示した。 

※ 当税関においては、「門司税関提案規程（平成 13 年）」に基づき、各職

員に対して事務の合理化等に関してアイデア提案や各職場で効果があっ

た実施済の提案を求め、提案審査委員会で各提案の審査を行っている。 

また、他官署においても有用と判断された事案は管内で共有している。 

本事例は当関における平成 29 事務年度の実施済提案の一つであり、当

関管内で推奨されたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出国旅客用申告慫慂パネル掲示状況例（比田勝港国際ターミナル） 

※ 赤枠囲みが自前で作成したポスター 
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区  分 取組状況（実施機関名） 

外国人の立場に配

慮した行政サービ

スの改善 

 

【北九州市】 

○ 多文化共生ワンストップインフォメーションセンター事業（平成 31 年 4

月 1日開設） 

  外国人市民が安心して生活できるよう、生活全般の情報提供・相談を多

言語で行う一元的窓口「北九州市多文化共生ワンストップインフォメーシ

ョンセンター」を設置し、運営を行う（資料 3参照）。 

○ 災害対応多言語コールセンターサービス（令和元年度予定） 

  災害時に外国人からの問合せに迅速かつ正確に対応するため、「災害時

多言語通訳サービス」のフリーダイヤルを開設し、市民・各区役所・避難所

等から利用できる体制を整備する。 
その他】 

災害時における被

災者等への機動的

なサービスの提供 

 

【第七管区海上保安本部】 

○ 出前講座等の実施 

  学校関係者や市民団体等に対し、施設及び巡視船の公開や、職員の派遣

による「出前講座」等を実施し、業務概要説明のほか、マリンレジャーの

事故防止等の指導を行い、啓発を行った。 
【福岡市】 

○ 福岡都市圏消防通信指令業務の共同運用の実施 

  平成 29 年度から福岡都市圏の全体の事業として、福岡市消防本部庁舎

に共同指令センターを整備し、福岡都市圏の消防本部が行っている消防通

信指令業務（119 番受信、出動指令等）を本市が受託し、効果的・効率的

な指令業務に取り組んでいる。 

消防指令管制情報システムを構築し、平成 29 年 11 月から 119 番指令セ

ンターの共同運用を開始した。 

  これにより 5消防本部が管轄する 7市 7町内（福岡市、春日市、大野城

市、那珂川市、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山

町、粕屋町、宗像市、福津市）の 119 番通報をすべて「福岡都市圏消防共

同指令センター」で受け付けるようになった。 

  今後、筑紫野太宰府消防組合消防本部（2023 年度頃）、糸島市消防本部

（2029 年度頃）の共同運用への参加に向けた準備を進める。 
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